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１．はじめに 

 

近年、都市型水害の多発や温暖化による集中豪雨な

どの増加を背景に都市計画と河川計画との連携の必要性

が指摘されており、流出抑制や水質改善の面などから流

域という単位での取り組みが行われつつあるが、それら

の多くは主に治水・利水面から都市計画へ制約条件を提

示するものである。しかし、都市空間が産業・交通・住

居と河川との関わり合いの中で、歴史的に河川流域に形

成されてきたものであることを考えるとき、流域の治

水・利水以外の面からも都市計画に制約条件を提示すべ

きである。 

そこで、本研究では都市空間を河川流域という単位

で考えるための一つの概念として「流域景観」というも

のに着目する。河川を一本の軸としたとき、その軸と直

行する横断面の視覚的な景観を地点ごとに捉えることが

できるが、この景観を上流から下流に至るまで連続的に

捉え、それらの組み合わせを「流域景観」と定義するこ

とにする。このとき、「流域景観」は、流域の持つ地

質・地形といった自然特性の上に人間の生活様式が組み

合わさってできたものであり、本来流域ごとに個性を持

っていたはずであるが、その個性が失われようとしてい

ることも多く、その個性がどの様な要因から生まれるも

のなのかを解明し、それがどの様な条件で失われるかを

把握することが、今後の都市計画を考える上で不可欠で

ある。本研究では以上の問題意識に基づき、「流域景

観」から丘陵地小河川を分類し、それぞれの特徴をまと

め、あるべき姿を考察することとする。 
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２．研究内容 

 

（１）研究対象地 

 本研究では多摩丘陵を対象とした。これは、丘陵地が

小高い丘に挟まれた谷底の低地に河川が流れる、いわゆ

る｢谷戸｣と呼ばれる特徴的な地形を持ち流域の境界が明

確であること、流域の大きさが数10ｍ×数100ｍという

把握しやすい大きさであること、および東京近郊にあっ

て開発圧力が強いことによる。丘陵地の開発パターンに

関しては、神吉ら1）により類型化が行われているが、開

発圧力の強い丘陵地における都市計画のあり方を考える

目的で、流域景観の構成要因を解析したものはあまりな

い。そこで、多摩丘陵北部を流れる多摩川水系の湯殿川、

大栗川、乞田川の各河川の支流の谷において流域景観の

調査を行った。湯殿川は八王子市南部を東流し、大栗川

は八王子市南東部から多摩市にかけて東流、乞田川は多

摩市を東流するいずれも全長10ｋｍ前後の丘陵地中河川

であり、大栗川流域南部や乞田川流域は多摩ニュータウ

ンとして開発されており、各河川の流域は東京中心部と

つながる私鉄の沿線地域として開発が進んでいる。 

 

（２）調査方法 

 まず、湯殿川、大栗川、乞田川の各河川の支流を踏査

し、その流域景観を雰囲気の類似性に着目して類型化す

ることから始めた。その結果、湯殿川流域と大栗川流域、

及び乞田川流域の流域景観には、①谷底面に雑然と新旧

入り混じった住宅が立ち並ぶ「新旧密集型」、②支流谷

の上流部において谷幅に比して広い道路の通る「谷戸上

流型」、といった特徴的な景観型が一部の場所で見られ、

乞田川流域の大半の流域景観には③谷底面中央に広くて

まっすぐな道路が通り、その左右に宅地や商用地が整然

と立ち並ぶ「ニュータウン型」といった景観が多く見ら

れたものの、湯殿川流域、大栗川流域のほかの多くの場

所の流域景観は比較的多様で、雰囲気だけで類型化する

ことはできなかった。 

そこで、景観を構造的に分類するために、景観を構

成する基本的な要素を、谷の横断面形状である「谷地

形」、かつての農業集落を形成していただろう「古い

家」、農業集落において谷底内を移動する主要な道路で



あった「里道」、そして「農地」及び「開発された宅

地」とした。そして、開発が進む前のこれらの組み合わ

せを「基本景観」として類型化することから始め、これ

に開発が加わって出来たものである「現在景観」を類型

化するために、それを規定する「開発形態」の類型化を

行った。これらを踏まえ、どの様な開発で流域景観の個

性が失われ、現在、開発形態ごとに特徴付けられている

流域景観とはどの様なものがあるかを整理することにし

た。なお、この東京近郊の丘陵地において開発が加わっ

たのが戦後の東京都市域の拡大以降であることを考えて

「基本景観」としては第二次世界大戦前を考えており、

「里道」や「古い家」の位置がわかりにくい場合は、国

土地理院発行の大正１０年測図の２万５千分の１旧版地

形図「八王子」「豊田」の旧版謄本を参考に位置を特定

した。流域景観は各支流の谷の中でもある程度場所ごと

にまとまりがあるため、谷単位での比較を基本としつつ、

谷地形が大きく変化するなどして景観が大きく変化する

ような場合には、上・中・下流の領域、上・下流の領域

に分けて考えた。 

 

３．調査結果の解析 

 

（１）基本景観の類型化 

まず、「谷地形」は図－１のようになっており、片

側の谷壁から水路までの「斜面形」を急斜面・緩斜面・

平坦面の組み合わせとして捉えた上で、両岸の斜面形の

組み合わせとして表現できる。 

 
図－１ 谷地形と斜面形 

 

斜面形は以下の４つのタイプに分類でき、それぞれ

Ａ：谷壁急斜面→緩斜面→平坦面→水路となるもの、

Ｂ：谷壁急斜面→緩斜面→急斜面→水路となって対岸の

谷底面よりも一段高くなるもの、Ｃ：谷壁急斜面→緩斜

面→急斜面→緩斜面→平坦面→水路となって段丘状とな

るもの、Ｄ：谷壁急斜面→水路となって緩斜面や平坦面

のないもの、となっている。 

これらの斜面形に対して、「古い家」は急斜面と緩

斜面の境界の地面条件が良く日照条件の良い場所に立地

し、その前の緩斜面が前畑という畑地、その前を「里

道」が通り、平坦面上は水田や畑地といった「農地」と

なっており、明確な対応が見られた。斜面形および斜面

形別の基本景観は表－１のようになっている。 

この様に、両岸の斜面形の組み合わせである「谷地

形」が決まれば、「古い家」や「里道」は「斜面形」に

対応し、斜面（の微地形の境界）に沿った線的な立地と

して自ずと決まるため、「基本景観」は「谷地形」に基

づいて分類した「Ａ+Ｄ」、「Ｃ+Ｄ」、「Ａ+Ｂ」、

「Ａ+Ａ」、「Ａ+Ｃ」という５種類に対応するものとし

て扱うことができる。但し、「斜面形」を組み合わせた

際、谷の向きなどにより、日照条件が悪い斜面側に「古

い家」及び「里道」が着かないことがあった。 

表－１ 斜面形別の基本景観 

タイプ 斜面形 基本景観

A

B

C

D 対応する基本景観なし

 

 

（２）開発形態の類型化 

開発には、基本景観の構造を変えるかどうかにより

小規模、中規模、大規模のものがあり、小規模のものは

「古い家」と「里道」の間の畑地となるような部分が個

別に宅地開発される「前畑型開発」、「里道」沿いの農

地が個別に開発される「沿道型開発」、そして「里道」

に接するまとまった農地が、同時期に数軒分の宅地とし

て開発される「農地一区画型開発」の三形態として分類

することができ、いずれもかつての「里道」を中心とし

て開発が進行することがわかった。小規模開発の形態を

まとめたものが表－２である。 

中規模のものとしては、谷底面内の土地を区画整理

して宅地開発を行う「谷底面内区画整理型開発」、もと

もと谷内部の交通を担っていた里道を拡幅・直線化し、

または谷を越える道路などにする「里道の開発」がある

ことがわかった。この｢里道の開発｣に伴い、「里道」の

構造だけでなく、基本景観を構成する「古い家」や周辺

の土地利用形態も追随して変化することになる。これら

中規模開発は、基本景観を構成する「古い家」や「里

道」の構造を変えるような開発形態である。 



そして、大規模のものは谷を挟む丘を含んだ全域で

開発をおこなう「全面開発型開発」、丘の頂部だけを平

坦化して開発を行う「谷脇丘頂面型開発」があった。こ

れは、「谷地形」の大幅な改変を含む開発形態である。 

表－２ 小規模開発の事例 
開発形態 事例 模式図

前畑型開発

写真－１(湯殿川殿入の谷)

沿道型開発

写真－２(湯殿川寺田の谷)

農地一区画型

写真－３(湯殿川寺田の谷)  
 

（３）現在景観の類型化 

以上の基本景観と開発形態についての類型化を組み

合わせて、現在景観の類型化を行った。基本景観に関し

ては、上述した「谷地形」に基づく分類に加え、更に谷

幅100ｍ以上を「谷幅：広」、谷幅100ｍ未満を「谷幅：

狭」として谷幅も指標として用いることとし、開発につ

いては上述した開発形態に加え、谷底面内の広さに対し

てどのぐらいの面積が開発されたか、という「開発量」

を指標とした。「開発量」は一区域の谷底面積に対する

開発面積の比率として、100％を「開発量：多い」、50

～100％を「開発量：普通」、50％未満を「開発量：少

ない」として、最新の地図より判定した。 

大栗川流域、湯殿川流域の各支流域の現在景観の類 

表－３ 現在景観の類型化 

開発規模 開発量 谷幅 現在景観の類型1) 斜面タイプ 景観決定要素2)

広 計画住宅街 不明3 )

広 ニュータウン 不明
狭 戸建団地 不明
広 街道沿い 複数4 ) 道路・谷幅・沿道の宅地
狭 谷戸上流 複数 道路・谷幅
狭 区画整理 複数 沿道の宅地
広 寺田下 A+D
広 殿入中 C+D
狭 上舘中 C+D
広 旧道沿い 複数 道路・谷幅・沿道の宅地
狭 新旧密集 複数 沿道の宅地
広 寺田中 A+D
広 中山下 A+B
広 中和田 A+A
狭 殿入下 A+B
広 堀之内中 A+D
狭 子之神 A+D
広 堀之内下 A+B
広 谷ッ入 A+A
狭 台 A+A
狭 巖耕地 C+D

開発方式・谷幅

3）「斜面タイプ：不明」は地形の改変により元の斜面形がわからないものを表す。

大

中

小

多い

多い

普通

多い

普通

4）「斜面タイプ：複数」は元の斜面形がわかるものの、複数の斜面形において同様の
現在景観の類型になったものを表す。

1)「現在景観の類型」は谷地形の利かない景観類型には類型名を、谷地形が利くもの
には代表的な地名を記載した。
2)「景観決定要素」は各「現在景観の類型」においてその景観類型を大きく決めている
と思われる要素を記載した。

谷地形・谷幅・開発量など

谷地形・谷幅・開発量など

少ない

 

型化を行い、これを開発規模と開発量及び谷幅を指標に

してまとめた結果を表－３に示す。 

 

４．考察 

  

開発規模と開発量、及び谷幅を指標として現在景観

を類型化した表－３より、まず、開発規模が大きく、結

果として必然的に開発量も多くなるものでは、谷幅に加

え、どのような開発を行ったかが主な景観決定要因とな

っており、もとの谷地形もわからなくなっていることが

わかる。 

次に、中規模開発や小規模開発でも開発量が多くな

れば、もとの地形を判別することはできてもそれが景観

に効くことはなく、谷幅に加え、沿道の宅地及び道路の

様子が主な景観決定要因となっていることがわかる。こ

の中で、谷幅が狭い場所で中規模開発が多く行われた場

合(表中「区画整理型」)は、整然とした住宅地の景観と

なるのに対し、谷幅が狭い場所で小規模開発が多く行わ

れた場合(表中「新旧密集型」)は、雑然とした住宅地の

景観となるという違いがある。なお、現在景観に谷地形

が効かない事例を写真－４から写真－１１に示す。 

最後に、開発量が一定の範囲に収まっている多くの

小規模開発や一部の中規模開発では、その開発量と、谷

地形や谷幅といった自然条件により景観の型が多様化す

ること、を理解することができる。但し、この中規模開

発でも自然条件が景観の型に反映されるものは、区画整

理が「古い家」や「里道」を含まない谷底面内の農地の

みで行われていたものであった。 

このように流域景観を類型化する上では、景観の主

たる構成要素が何であるかが重要であり、景観の構造の

中に土地の持つ地形や地質といった要素が含まれると、 

 

写真－４　計画住宅街型 写真－５　ニュータウン型 写真－６　戸建団地型

写真－７　街道沿い型 写真－８　谷戸上流型 写真－９　区画整理型

写真－１０　旧道沿い型 写真－１１　新旧密集型

 



景観がその土地の個性を持つことがわかる。丘陵地であ

れば、横断面及び縦断方向の谷の連続した地形の変化で

あり、そうしたものを景観に反映するのが「谷地形」及

び谷の微地形に対応して立地した「里道」や「古い家」

の線形であると考えられる。 

そのため、「谷地形」を改変する大規模開発や、

「谷地形」や「里道」「古い家」の線形を見えなくさせ

てしまう大面積率の開発、また、中規模開発でも「里

道」や「古い家」の線形を変えてしまうような開発では、

景観の構造の要素から「谷地形」の個性を失わせ、宅地

景観や道路景観として景観を認識することになってしま

うと考えられる。 

こうした中で、「里道」というのは、視点場として景

観の構造を把握するのに最も重要な役割を果たし、視覚

景観においても大部分を占める「谷地形」の個性を反映

する景観の構成要因であることなどから重要であると考

えられる。 

 

５．結論 

 

本研究では、流域を景観の面から考えるために「流

域景観」という概念を定義し、東京近郊の丘陵地小河川

の流域において「流域景観」を考えた。そこで、景観を

構造的に把握するために、現在の景観を構成する基本的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な要素を「谷地形」「古い家」「農地」「里道」「開発

された宅地」として類型かした結果、丘陵地の現在の景

観は谷の微地形に対応した基本景観に対して様々な形態

の開発が加わって形成されているものとして捉えること

ができた。 

景観の類型化に際しては、その構造の中に土地の持

つ地形や地質といった要素が反映されると、その土地の

個性が把握されることがわかった。また、基本的な要素

の中では「里道」というのが、基本景観の構造を把握す

るのに重要な視点場であり、自身の線形が「谷地形」を

反映する重要な景観の構成要因であること、個別開発で

は「里道」を中心として広がること、基本景観の個性を

喪失させるような開発の境界が「里道」の線形の変更に

あること、などから重要であることがわかった。 

ある程度の宅地化がやむを得ない面もある時、谷地形

の個性を失わせないようにするためには「古い家」と

「里道」の構造を変えないこと、特に「里道」の扱いが

重要だろう。これらを考慮して、「里道」を中心とした

谷内部のきめ細かい計画を行うことが重要であると考え

られる。 
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